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お知
らせ

　
「
児
童
扶
養
手
当
」「
特
別
児
童
扶

養
手
当
」「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障

害
児
福
祉
手
当
」「
福
祉
手
当
」
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
年
１
回
現
況

届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
届
に
よ
り
、
手
当
を
引
き
続

き
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
ま
す
。提
出
が
な
い
場
合
は
、

支
払
い
が
停
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　
❶
児
童
扶
養
手
当
＝
８

月
３
日
（
月
）
～
31
日
（
月
）
❷

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
12

日
（
水
）
～
25
日
（
火
）
❸
特

別
障
害
者
手
当
等
＝
８
月
12
日

（
水
）
～
９
月
11
日
（
金
）

提
出
先　
❶
❷
子
育
て
ゆ
め
る
ん
課

❸
福
祉
課

　
こ
の
た
び
、
国
民
年
金
法
の
一
部

が
改
正
さ
れ
、
児
童
扶
養
手
当
と
障

害
年
金
の
併
給
調
整
の
方
法
が
見
直

さ
れ
る
こ
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給

者
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
令
和
３
年
３
月

分
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障

害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
と
の

差
額
が
、
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　
手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
受
給
者
や
同
居

親
族
の
所
得
が
限
度
額
を
超
え
て
い

る
場
合
な
ど
は
支
給
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
お
問
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

障害年金を受給中の
ひとり親の皆さまへ

問子育てゆめるん課☎ 43-5219

お知
らせ

児童扶養手当・特別児童扶養手当・
特別障害者手当等の現況届
問子育てゆめるん課☎ 43-5219 問福祉課☎ 43-5216

　
野
生
の
サ
ル
は
数
十
頭
か
ら

１
０
０
頭
く
ら
い
の
群
れ
で
生

息
し
ま
す
。
日
中
は
食
物
を
求

め
移
動
し
、
夜
間
は
ほ
と
ん
ど

行
動
せ
ず
に
毎
日
違
っ
た
場
所

で
眠
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
メ

ス
は
群
れ
で
一
生
を
過
ご
し
、

オ
ス
は
大
人
に
な
る
前
に
群
れ

を
離
れ
、
新
し
い
群
れ
を
探
し

ま
す
。サ
ル
は
果
実
を
は
じ
め
、

穀
物
等
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
食

べ
ま
す
。
農
作
物
へ
の
被
害
防

止
を
は
じ
め
、
住
環
境
に
サ
ル

を
寄
せ
つ
け
な
い
た
め
に
、
次

の
点
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

❶
集
落
を
エ
サ
場
に
し
な
い

　
集
落
全
体
で
エ
サ
場
が
な
く

な
れ
ば
、
サ
ル
は
や
っ
て
き
ま

せ
ん
。
住
民 

一 

人
ひ
と
り
が
家

や
ご
み
捨
て
場
の
生
ご
み
、
野

菜
残
さ
や
お
供
え
物
の
放
置
、

放
棄
果
樹
な
ど
は
な
い
か
点
検

し
、
見
直
し
を
始
め
る
こ
と
が

対
策
の
第 

一 

歩
で
す
。

❷
サ
ル
の
苦
手
な
田
畑
づ
く
り

　
サ
ル
は
人
に
慣
れ
る
と
住
居

内
ま
で
侵
入
し
ま
す
が
、
本
来

は
人
前
に
身
を
さ
ら
す
の
は
苦

手
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
田
畑

の
周
囲
の
草
刈
り
や
ヤ
ブ
の
刈

り
払
い
な
ど
周
囲
か
ら
の
見
通

し
を
よ
く
す
る
こ
と
や
、
ト
ウ

ガ
ラ
シ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
シ
ソ

有害鳥獣にご注意ください（サル編）
問農林振興課鳥獣対策室☎ 43-5223

お知
らせ

な
ど
サ
ル
が
好
ま
な
い
と
さ
れ

る
作
物
を
周
囲
に
植
え
る
こ
と

で
重
要
な
野
菜
を
守
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
地
区
内
で
協

力
し
、
取
り
組
み
を
積
み
重
ね

る
こ
と
で
集
落
か
ら
被
害
を
な

く
し
ま
し
ょ
う
。

❸
サ
ル
を
捕
獲
す
る
に
は

　
サ
ル
捕
獲
に
は
、
狩
猟
免
許

資
格
と
市
の
捕
獲
許
可
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
免
許
取
得
に
必
要

な
受
講
料
・
受
験
料
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。
試
験
は
コ
ロ

ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
今
秋
以

降
へ
延
期
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
日
程
が
決
ま
り
次
第
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
周
知
し
ま

す
。
免
許
取
得
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

❹
サ
ル
に
出
会
っ
た
ら

　
サ
ル
に
出
会
っ
た
ら
追
い
か

け
た
り
、
大
声
を
上
げ
た
り
し

て
サ
ル
を
興
奮
さ
せ
な
い
こ
と

が
大
切
で
す
。
ま
た
、
目
を
合

わ
せ
る
と
威
嚇
し
て
い
る
と
思

い
、
攻
撃
を
し
て
く
る
危
険
が

あ
り
ま
す
の
で
、
目
を
合
わ
せ

ず
、
不
用
意
に

近
づ
か
な
い
こ

と
を
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。

　
８
月
１
日
現
在
で
要
支
援
・
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
介
護
保
険
被

保
険
者
に
、
新
し
い
「
介
護
保
険
負

担
割
合
証
」（
有
効
期
間
８
月
1
日

～
令
和
３
年
7
月
31
日
）
を
７
月
下

旬
に
郵
送
し
ま
し
た
。
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
ご
利
用
の
際
に
は
、
事
業
者
ま

た
は
施
設
の
窓
口
へ
介
護
保
険
被
保

険
者
証
と
と
も
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
現
在
、
認
定
申
請
中
の
人
で
、
要

支
援
・
要
介
護
認
定
が
出
た
人
に
は
、

「
介
護
保
険
被
保
険
者
証
」
と
同
封

し
て
郵
送
し
ま
す
。

介護保険負担割合証の
更新

問長寿・保険課☎ 43-5217

お知
らせ

　
70
歳
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
に
、
新
し
い
「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
を
７
月
に
郵
送
し

ま
し
た
。

　
こ
の
受
給
者
証
は
、
一
部
負
担
金

の
割
合
を
表
示
し
た
も
の
で
す
の
で
、

医
療
機
関
等
で
保
険
証
と
と
も
に
ご

提
示
く
だ
さ
い
。

有
効
期
限　
令
和
３
年
７
月
31
日

※
有
効
期
限
ま
で
に
75
歳
に
な
る
人

は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
し
ま
す
の
で
、
誕
生
日
の
前
日

が
有
効
期
限
で
す

国民健康保険
高齢受給者証の更新

問長寿・保険課☎ 43-5217

お知
らせ

陸の港西淡前より徒歩 1 分
西淡三原ＩＣから車で３分 南あわじ斎場

葬儀・仏壇・墓石・ギフト

株 式 会 社 神 戸 未 来
〒 656-0322 南あわじ市志知鈩 466-1
TEL：0799-36-0033　 FAX：0799-36-0053

（市内割引致します）

無料

アリスホームドクター
南あわじ市北阿万筒井76-1

温かくなる春・夏はしろ
あり・羽アリの活動が活
発になり、最も被害が発
生しやすくなる時期です。
早めに点検を行い被害を
予防しましょう。☎0799-55-0800

※お気軽にお問合せ下さい。

淡路島のシロアリ防除・害虫駆除専門店

全島対応
いたします
全島対応
いたします

しろあり被害・拡大中!!

調査・
見積無料！

　
市
の
総
合
戦
略
の
総
合
的
か

つ
計
画
的
な
推
進
に
必
要
な
調

査
・
審
議
を
行
う
た
め
、
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数　
２
人
程
度

任
期
　
９
月
～
令
和
５
年
９
月

（
予
定
）

会
議
の
開
催　
年
４
回
程
度

報
酬　
８
０
０
０
円
（
日
額
）

応
募
資
格　
次
の
❶
～
❹
の
条

件
を
す
べ
て
満
た
す
人
。
❶

市
の
他
の
附
属
機
関
の
公
募

委
員
で
な
い
❷
市
職
員
、
市

議
会
議
員
で
な
い
❸
暴
力
団

員
で
な
い
❹
市
内
に
居
住
、

ま
た
は
市
内
の
事
業
所
に
勤

務
す
る
人
で
、
平
日
の
昼
間

の
会
議
に
出
席
で
き
る

応
募
方
法　
申
込
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
４
０
０
字
～

８
０
０
字
の
小
論
文
（
テ
ー

マ
：
南
あ
わ
じ
市
総
合
戦
略

の
着
実
な
実
施
に
向
け
て
必

要
な
こ
と
）
を
添
え
て
ふ
る

さ
と
創
生
課
へ
持
参
ま
た
は

郵
送

応
募
期
限　

８
月
31
日
（
月
）

午
後
５
時
（
必
着
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

まち・ひと・しごと創生総合戦略
検証委員会の委員募集

問ふるさと創生課☎ 43-5205

募集

　
６
月
30
日
に
市
役
所
で
、
４
月

１
日
付
で
人
権
擁
護
委
員
に
就
任

し
た
林
正
幸
さ
ん
（
灘
）
に
法
務

大
臣
か
ら
の
委
嘱
状
が
伝
達
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
３
月
31
日
で
退

任
し
た
松
坂
壽
仁
さ
ん（
潮
美
台
）

に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
感
謝
状
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
こ
れ
ま
で
の
功
績
が
た
た
え
ら

れ
、
２
人
の
人
権
擁
護
委
員
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

▽
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長

表
彰　
岡   

一 

秀
さ
ん
（
志
知
）

▽
近
畿
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長

表
彰　
芝  

壽
郎
さ
ん
（
福
良
）

人権擁護委員に委嘱状・
感謝状を贈呈

問市民協働課☎ 43-5244

お知
らせ

（
前
列
左
か
ら
）松
坂
さ
ん
、林
さ
ん
、

岡
さ
ん
、芝
さ
ん


